会　社　設　立　業　務　代　行　依　頼　書
兵庫県尼崎市南竹谷町二丁目90-1-1103
TEL 06-6418-6876　FAX 06-7503-1505

福井行政書士事務所　御中
	申込日　平成　　年　　月　　日

	住所
	〒


	氏名
	
	電話
	


ご依頼内容（該当する部分に○を入れてください）

	株　式　会　社

	
	株式会社設立＋会計/税務パック
	￥０

	
	株式会社設立　郵送お手軽プラン
	￥３８０００

	
	株式会社設立　完全代行プラン
	￥６８０００

	合　同　会　社

	
	合同会社設立＋会計/税務パック
	￥０

	
	合同会社設立　郵送お手軽プラン
	￥３８０００

	
	合同会社設立　完全代行プラン
	￥６８０００

	電　子　定　款

	
	電子定款　作成/認証サービス
	￥５２５０

	
	電子定款　作成/認証/受取りサービス
	￥１０５００


	その他　（許認可手続きや、特筆すべき事項）

	


チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト
非常にお手数ですが、以下の説明をもとにそれぞれご記入ください。ご不明な点などございましたら、その都度お気軽にお電話いただければと思います。
１、設立される予定の、会社名をご記入ください。

	


２、設立される予定の、ご住所をご記入ください。マンション名など全てを記載する必要はなく、番地まででも結構です。

	


３、設立される（希望）予定日をご記入ください。

	


４、会社の事業内容を具体的にご記入ください。表現しにくい場合はお電話でご説明いただいても結構です。

	


５、「事業年度」をご記入ください。一般のサラリーマンや、個人事業者の場合は４月１日～翌年３月３１日までが一般的ですが、会社の場合は特に決まりはありません。例といたしまして、８月２０日設立の場合は８月１日～翌年７月３１日まで。１２月５日設立の場合は１２月１日～翌年１１月３０日まで、などが一般的となります。
	


６、出資される合計金額と、１株あたりの単価をご記入ください。
例、出資額が１００万円で、１株単価が１０万円の場合、株式の数は合計１０株
　　出資額が２５０万円で、１株単価が５万円の場合、株式の数は合計５０株、など
※１株単価については、特に決まりはありません。

	


７、発行可能株式総数をご記入ください。これは、「今後、何株まで株式を発行できるか」という規定となります。設立時では、いずれ資本金をいくらまで増やす予定があるか、を目安に考えるとよろしいかと思います。

	


７、決算広告の手段をご記入ください。法律の建前上、会社は１年に一度、財務状況を一般公開する義務がございます。小規模な会社ではほとんど行なわれておりませんが、公開する手段を一応決めておく必要があります。大きく分けると「官報に掲載」「経済新聞に掲載」「ネットで掲載」の３種類になります。このうち「経済新聞」及び「ネットで掲載」に関しては経費が高額となる為、「官報に掲載」が一般的となっております。

	


８、株式譲渡制限についてご記入ください。たとえば知人と一緒に会社を始めた際、その知人が勝手に第三者へ株式を譲渡することがあります。こういった場合、知らない人が経営に参加することとなり、非常に厄介です。こういった事を防止する為に、「株式を譲渡、又は売却するなどの際は、○○の許可が必要」といった規定をおく必要があります。これを「譲渡制限」といいます。よくわからない場合、設立時の発起人（出資者）の許可が必要、などの規定で特に問題ありません。
	


９、現物出資を考えられている方は、ご記入ください。

	


１０、出資される方（発起人といいます）に関する事項を、ご記入ください。

	お名前
	ご住所
	出資金額

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


１１、役員に関する事柄をご記入ください。役員の任期は、２年から１０年の間で定めることが可能です。通常は１０年で問題ありません。途中で辞任することも自由です。
	会社の「取締役」に就任される方

	お名前
	ご住所
	任期

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


１２、上記役員のうち、「代表取締役（社長）」に就任される方のお名前をご記入ください。

	お名前

	

















PAGE  

